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【商品概要】 令和 6年 4月 1日現在 

お使いみち 新型コロナウイルスによって影響を受けた組合員が、 

農業経営安定のため、緊急に必要とする営農関連資金とする。 

ご融資の対象 新型コロナウイルスによって影響を受けた当 JAの組合員 

受付期間 令和 6年 4月 1日から令和 6年 9月 30日まで 

(※当該資金貸出実行分を対象) 

ご融資金額 10万円以上 500万円以内 

ご融資期間 5年以内 

ご返済方法 元利均等返済もしくは元金均等返済 

担保･保証人 静岡県農業信用基金協会の保証をお受けいただきます。 

(担保･保証人が必要になる場合もあります) 

保証料 ご融資時に一括して所定の保証料をお支払いいただきます。 

(※保証料助成制度あり) 

手数料 手数料は無料です。 

(※契約には内容に応じて印紙税がかかります。) 

その他 お申込に際しては、当 JAおよび保証機関において所定の審査がございます。 

審査の結果、ご希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

関係機関の利子補給を受けていただきます。 

必要書類等 【個人の場合】 

・売上減少、支払金額等の金額がわかるもの 

・所得証明書（直近の確定申告書 3期分） 

・固定資産評価証明書（固定資産名寄台帳） 

・その他当 JAが必要とする書類 

※詳しくは下記の支店窓口までお問合せください。 

 

農業経営支援資金 

静岡県災害対策緊急特別利子補給により 
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